
�愛媛県告示第１４４９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００８９１１３ 有限会社東予ケア・サービス
新居浜市垣生一丁目
６番２５号 岡 部 ヨシヱ 児童居宅介護 有限会社東予ケア・

サービス
新居浜市垣生一丁目
６番２５号

平成１５年
６月２６日

３８０００３０００９０１１１ いたわり有限会社ＡＩＧ
西条市中西４０４番地
１ 秋 山 伸 児童居宅介護 ヘルパーステーショ

ンいたわり
西条市中西４０４番地
１

平成１５年
６月２６日

３８０００３０００９１１１９ 合資会社あい愛ライフ
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地４４の３ 福 本 初 惠 児童居宅介護 あい愛ライフ 伊予郡中山町大字出

渕２番耕地４４の３
平成１５年
６月２６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１０２１１６ 有限会社東予ケア・サービス
新居浜市垣生一丁目
６番２５号 岡 部 ヨシヱ 身体障害者居

宅介護
有限会社東予ケア・
サービス

新居浜市垣生一丁目
６番２５号

平成１５年
６月２６日

３８０００１００１０３１１４ いたわり有限会社ＡＩＧ
西条市中西４０４番地
１ 秋 山 伸 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンいたわり

西条市中西４０４番地
１

平成１５年
６月２６日

３８０００１００１０４１１２ 合資会社あい愛ライフ
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地４４の３ 福 本 初 惠 身体障害者居

宅介護 あい愛ライフ 伊予郡中山町大字出
渕２番耕地４４の３

平成１５年
６月２６日

３８０００１００１０５１１９ 医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地
１ 清 水 清 勝 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンひまわり

大洲市徳森１５１２番地
１

平成１５年
６月２６日

毎週（火・金）曜日発行 第１４７３号 平成１５年７月１１日
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�愛媛県告示第１４５２号
新居浜市垣生土地改良区から認可申請のあった土地改良事

業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市垣生土地改良区土地改良事業（維持管理）計

画書の写し

� 新居浜市垣生土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年７月１４日から８月１１日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第１４５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、伊予市上吾川、稲荷、市場、中村、尾崎、本郡

、森地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条

第６項の規定において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供す

る。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（土地改良総合整備事業・伊予西地区

）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年７月１４日から８月１１日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第１４５４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５６号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡美川村黒藤川字ヨラキレ（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

�愛媛県告示第１４５１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１１６１１５ 有限会社東予ケア・サービス
新居浜市垣生一丁目
６番２５号 岡 部 ヨシヱ 知的障害者居

宅介護
有限会社東予ケア・
サービス

新居浜市垣生一丁目
６番２５号

平成１５年
６月２６日

３８０００２００１１７１１３ いたわり有限会社ＡＩＧ
西条市中西４０４番地
１ 秋 山 伸 知的障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンいたわり

西条市中西４０４番地
１

平成１５年
６月２６日

３８０００２００１１８１１１ 合資会社あい愛ライフ
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地４４の３ 福 本 初 惠 知的障害者居

宅介護 あい愛ライフ 伊予郡中山町大字出
渕２番耕地４４の３

平成１５年
６月２６日

３８０００２００１１９１４３ 社会福祉法人来島会 今治市登畑甲３４５番
地１ 越 智 一 博 知的障害者地

域生活援助
フレンドシップホー
ム	

今治市室屋町１－１
－８

平成１５年
６月２６日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

土地改良総合整備事業 伊予東地区 平成１５年３月２０日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年７月
２２日

愛媛県
第１１９６
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い苦土
炭酸石
灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県東宇和
郡野村町大字
野村５号１１１
番地

愛 媛 県 報平成１５年７月１１日 第１４７３号

７５８




 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村笠方字菖蒲谷山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡久万町大字直瀬字成鈴山・大字上畑野川字遅

越山・字行長山（以上３字国有林。次の図に示す部分に

限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字伊豆ケ谷山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字伊豆ケ谷山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村笠方字坂瀬山・字踏掛山・字相名山・

大味川字面河山・字ソヲメキ・字ハツヲ・字サキザコ・

字サル谷・字カマタキ・字大蔭奥・字日浦奥・字タカタ

ル・字山ノ神・字金山休場・字ヒキケ谷・字山ノ神下（

以上１６字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字坂瀬山・字面河山・字ソヲメキ・字ハツヲ・字

サル谷（以上５字国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字面河山（国有林。次の図に示す部分に限る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字大野ヶ原字高樽山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字面河山・字大蔭奥・字日浦奥

・字サルクボ（以上４字国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

温泉郡重信町大字上林字荒谷山・字大口山・字上ケ成

愛 媛 県 報平成１５年７月１１日 第１４７３号

７５９



山・字善神山（以上４字国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字荒谷山・字善神山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

温泉郡川内町大字井内字根無山・字樽ケ谷山・字梅ケ

谷山・字善神山・字鳥越山・大字河之内字南山（以上６

字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字根無山・字鳥越山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字伊豆ケ谷山・大字柳井川字

大城山（以上２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字伊豆ケ谷山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字河ノ子山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字河ノ子山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字熊谷山・字猪伏山・字平サ

コ山・大字柳井川字黒滝山（以上４字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字猪伏山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字猪伏山・字平サコ山・字黒滝山（以上３字国有

林。次の図に示す部分に限る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字大野ヶ原字高樽山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字大野ヶ原字小屋山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字伊豆ケ谷山（国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村笠方字坂瀬山・大味川字面河山（以上

２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字坂瀬山・字面河山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字猪伏山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡小田町大字中川字小田深山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小田深山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

温泉郡重信町大字山之内字ニブ川（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字面河山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。
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 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字面河山・字サル谷・字ソヲメ

キ・字ハツヲ（以上４字国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字面河山・字サル谷・字ソヲメキ・字ハツヲ（以

上４字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字猪伏山・字平サコ山（以上

２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字猪伏山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字面河山・笠方字坂瀬山（以上

２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字面河山・字坂瀬山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字猪伏山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村大味川字面河山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡面河村笠方字坂瀬山・大味川字面河山（以上

２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に

供する。）

�愛媛県告示第１４５７号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づく次の生産事業者の登録を抹消した。
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平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

４ 別子山村森林組合 宇摩郡別子山村甲４７４ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 別子山村森林組合 宇摩郡別子山村

２６３ 近 藤 清 宇摩郡別子山村甲２５７ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 宇摩郡別子山村

２６４ 荒 井 富 子 宇摩郡別子山村 １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 宇摩郡別子山村

２６５ 近 藤 ハルコ 宇摩郡別子山村２７ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 宇摩郡別子山村

２６６ 近 藤 久 子 宇摩郡別子山村１４４ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 宇摩郡別子山村

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河中平井停車場線 松山市水泥町９４４番５
旧 ４．３～６．６ ０．０１１

新 １０．０～１０．０ ０．０１１

〃 松山川内線
松山市水泥町８７７番から

同市水泥町８８７番まで

旧 ９．７～１３．０ ０．０３３

新 １２．１～１３．０ ０．０３３

〃 〃
松山市水泥町８９６番１２から

同市水泥町９０３番２まで

旧 ８．９～９．７ ０．０８３

新 １１．４～１２．２ ０．０８３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線 松山市水泥町９４４番５ 平成１５年７月１１日

〃 松山川内線
松山市水泥町８７７番から

同市水泥町８８７番まで
〃

〃 〃
松山市水泥町８９６番１２から

同市水泥町９０３番２まで
〃
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�������
�愛媛県告示第１４６３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北条市小川字盛信甲３４番４及び甲３４番３３

２ 申請人の住所氏名

今治市別宮町一丁目２番地３

キスケ株式会社

代表取締役 山路 義則

３ 図面省略

�愛媛県訓令第２０号
保 健 福 祉 部

麻薬取締員証に関する規程を次のように定める。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

麻薬取締員証に関する規程

麻薬司法警察手帳に関する規程（昭和２９年愛媛県訓令第１０

号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この訓令は、麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法

律第１４号）第５４条第２項の麻薬取締員に貸与する麻薬取締

員証に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この訓令において「麻薬取締員証」とは、本体、身

分証及び記章をいう。

（麻薬取締員証）

第３条 麻薬取締員証の制式は、別図のとおりとする。

（身分証及び記章の提示）

第４条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員と

しての職務を行う者であることを示す必要があるときは、

身分証及び記章を提示しなければならない。

（麻薬取締員証の携帯等）

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字宇和川４１２番１から

同大字３９４番まで

旧 ４．０～１９．０ ０．５４５

新 １１．５～３７．８ ０．５４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字宇和川４１２番１から

同大字３９４番まで
平成１５年７月１１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第１４号

平成１５年６月２０日
伊予郡松前町大字昌農内字正仙寺４３０番４

伊予郡松前町大字西高柳２５５番地１
ライフタウン南海２０５
平 井 友 明

１５松局建（開）第１３号

平成１５年６月３０日
北条市辻字町浦１４４３番４、１４４３番２０及び１４４３番５５

松山市勝山町二丁目４番地７
株式会社 ミツワ都市開発
代表取締役 佐 伯 教 義

訓 令
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第５条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、

常にこれを携帯しなければならない。

２ 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失することのないよう

に特に留意しなければならない。

３ 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与し、又は譲渡

してはならない。

（届出）

第６条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し

たときは、直ちに知事に届け出なければならない。

（返納）

第７条 麻薬取締員は、麻薬取締員でなくなったときは、直

ちに知事に麻薬取締員証を返納しなければならない。

附 則

この訓令は、平成１５年１０月１日から施行する。
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別図（第３条関係）

本体

身分証入れ

ひもを付ける穴

記章入れ

身分証

������� ５５ｍｍ �������

���４０ｍｍ ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

９０ｍｍ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

写 真
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３０ｍｍ
�
�
�愛媛

県印

愛 媛 県

司法警察員
麻薬取締員

氏 名

上の者は麻薬取締員である

ことを証明する。

愛媛県知事 印□
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記章

金色

銀色
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備考１ 本体は、黒色革製二つ折りとし、ひもを付ける穴を設ける。

２ 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を

外側から確認できるものとする。

３ 身分証には、脱帽上半身正面の写真を印刷し又ははり付け、氏名を記し、県

印及び知事印を押すものとする。

４ 記章は、金属製とし、「麻薬取締員」及び「ＮＡＲＣＯＴＩＣＳ ＣＯＮＴ

ＲＯＬ ＯＦＦＩＣＥＲ」の文字を黒色、その他の部分を金色又は銀色で表示

する。
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年７月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県人事委員会公告第４号
平成１５年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

平成１５年７月１１日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

平成１５年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

平成１５年８月８日（金）から９月５日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

� 初級

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年６月３０日 特定非営利活動法人
ビエイブルツー 日 野 二 郎 松山市衣山５丁目１５４０番地１ この法人は、広汎性発達障害児をはじめ、

広く市民を対象に、動物介助療法及び農作
物の栽培や収穫等の作業療法を適用する事
業を行い、障害児童の情動性と社会性の発
達を促し自立を図ると共に日常生活の質的
向上に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年６月３０日 特定非営利活動法人
エイジングサポートセンター 三 好 明 夫 温泉郡重信町大字田窪１９７６番地

６
本法人は、会員や市民に対して高齢者福祉
に対する理解を深め、高齢者の人権を守り
、生活の質の向上のために自立支援に関す
る相談や支援事業を行うことにより福祉の
増進を図り、もって社会全体の利益の増進
に寄与することを目的とする。

人事委員会公告

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

行 政 事 務 ３人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般

行政事務に従事します。

学 校 事 務 ３人程度 県立学校又は市町村立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 ２人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

��������������
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� 資格免許職

３ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することがで

きます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定め

られている特別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

イ 資格免許職

４ 試験の方法

� 初級

ア 第１次試験

� 教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

� 適性試験

公務員として職務遂行上必要な事務処理能力について、高等学校卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

イ 第２次試験

第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

大

学

卒

業

程

度

栄 養 士 ２人程度

知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、

専門的な栄養指導、特定給食施設への指導、病院の栄養管理・指導等の業務に従

事します。

学校栄養士（Ａ） ４人程度
県立学校又は市町村立小学校若しくは中学校（共同調理場を含む。）に勤務し

、学校給食の栄養管理・指導等の業務に従事します。

卒
業
程
度

短
期
大
学

学校栄養士（Ｂ） １人程度
県立学校又は市町村立小学校若しくは中学校（共同調理場を含む。）に勤務し

、学校給食の栄養管理・指導等の業務に従事します。

試 験 区 分 生 年 月 日 学 歴 ・ そ の 他

行 政 事 務

昭和５７年４月２日から昭和６１年

４月１日までに生まれた者

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く

。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」とい

う。）を卒業した者及び平成１６年３月末日までに大学等を卒業する見

込みの者は、除く。

学 校 事 務

警 察 事 務

試 験 区 分 生 年 月 日 資 格 ・ 免 許 ・ 学 歴

栄 養 士

昭和４９年４月２日以降に生まれ

た者

次のいずれかに該当する者

１ 管理栄養士の免許を有する者又は平成１６年６月末日までにこの免

許を取得する見込みの者

２ 栄養士の免許を有する者又は平成１６年３月末日までにこの免許を

取得する見込みの者で、大学を卒業した者又はこれを平成１６年３月

末日までに卒業する見込みの者

学校栄養士（Ａ）

学校栄養士（Ｂ）
昭和５１年４月２日から昭和５９年

４月１日までに生まれた者

栄養士の免許を有する者又は平成１６年３月末日までにこの免許を取

得する見込みの者。

ただし、学校栄養士（Ａ）の受験資格に該当する者は、除く。

愛 媛 県 報平成１５年７月１１日 第１４７３号
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� 口述試験

� 作文試験


 適性検査

� 身体検査

� 資格免許職

ア 第１次試験

� 教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について、各試験区分に応じ、大学卒業程度又は短期大学卒業程度の筆記

試験（択一式）を行います。

� 専門試験

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験（択一式）を行います。

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

イ 第２次試験

第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

� 口述試験

� 作文試験


 適性検査

� 身体検査

５ 試験の日時、場所及び合格発表

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１６年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。

� 資格免許職については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 初級

行政職給料表１級３号給（現行給料月額１３９，５００円）

� 資格免許職

区 分 日 時 場 所 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

平成１５年

９月２８日

（日曜日）

午前９時から

午後０時５分まで

� 松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

� 西条高等学校

（西条市明屋敷２３４番地）

� 宇和島南高等学校

（宇和島市文京町５番１号）

平成１５年１０月中旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

資
格
免
許
職

午前９時から

午後３時まで

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

第

２

次

試

験

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１５年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。
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８ 受験手続

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

別表（４関係）

専門試験（資格免許職）の出題分野

�愛媛県人事委員会公告第５号
平成１５年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告

平成１５年７月１１日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

平成１５年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験を次のとおり行います。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

栄 養 士 、

学 校 栄 養 士（Ａ）
医療職給料表（二）２級２号給 １７７，４００円

学 校 栄 養 士（Ｂ） 医療職給料表（二）１級４号給 １５２，０００円

申込用紙の請求

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務福祉部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東
京事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪
市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「初級請求」又は「資格免許職請求」と朱書し、９０円切手（１部
につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「初級申込み」又は「資格免許職申込み」と朱書し、受験票の表に必

ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付し
てください。
受験票が９月２２日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
なお、郵便による場合は、あて先を明記して、所要の切手をはった返信用封筒を同封するか、又は往復はがきで問い

合わせてください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第 １ 次 試 験 第１次試験不合格者

総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第 ２ 次 試 験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

試 験 区 分 出 題 分 野

栄 養 士

学 校 栄 養 士（Ａ）

解剖生理学、病理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給

食管理（調理学を含む。）、食品衛生学、公衆衛生学、健康管理概論

学 校 栄 養 士（Ｂ） 公衆衛生、栄養・臨床栄養、食品・食品衛生、給食管理・調理、栄養指導・教育

��������������
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１ 受付期間

平成１５年８月８日（金）から９月５日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

３ 受験資格

� 昭和４３年４月２日から昭和５７年４月１日までに生まれた者（昭和５７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という

。）を卒業した者及び平成１６年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者を含む。）

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 次のいずれかに該当する者

ア 教員免許を有する者又は平成１６年３月末日までにこの免許を取得する見込みの者

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を含む。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものにお

いて、児童心理学、発達心理学、教育心理学、青年心理学その他の心理学を修学した者又はこれらを平成１６年３月末日

までに修学する見込みの者

４ 試験の方法

� 第１次試験

教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

� 第２次試験

第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

ア 口述試験

イ 作文試験

ウ 適性検査

エ 身体検査

検査基準は、次のとおりです。

� 身 長 男子は、１６０センチメートル以上であること。

女子は、１５５センチメートル以上であること。

� 視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。


 弁色力 完全であること。

� その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

５ 試験の日時、場所及び合格発表

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県少年補導職員採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１６年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考（面接等）を行い、決定します

。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

少 年 補 導 職 員 １人程度
警察本部又は警察署に勤務し、少年補導、保護活動、交通指導、広報活動等の業務

に従事します。

区 分 日 時 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１５年９月２８日（日曜日）

午前９時から

午前１１時４５分まで

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１５年１０月中旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１５年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。
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� 採用者は、愛媛県警察本部において約５０日間、少年補導職員として必要な教養を受け、警察本部又は警察署に配置され

ます。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、行政職給料表２級２号

給（現行給料月額１７１，５００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、

期末手当、勤勉手当等が支給されます。

８ 受験手続

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

�愛媛県人事委員会公告第６号
平成１５年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１５年７月１１日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

愛媛県警察本部
�
�
�
�

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験を受けることにより、警視庁、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがあります。

１ 受付期間

申込用紙の請求

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務福祉部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及

び宇和島）、愛媛県東京事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（

０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内

電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。

なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「少年補導職員請求」と朱書し、９０円切手

（１部につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して

愛媛県人事委員会事務局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付

を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチ

メ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してください。

なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「少年補導職員申込み」と朱書し、受験票の表

に必ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県

人事委員会事務局へ送付してください。

受験票が９月２２日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせ

てください。

受験手続その他の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

なお、郵便による場合は、あて先を明記して、所要の切手をはった返信用封筒を同封するか、

又は往復はがきで問い合わせてください。

区 分 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 総合得点

及び

総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間
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平成１５年８月２１日（木）から９月１２日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員

なお、申し込み時には、次のことに注意してください。

� 志望する都府県を第２志望まで選択できます。ただし、愛媛県を第２志望とすることはできません。

� 申込み後の志望都府県の変更はできません。

� 第１志望の都府県で第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和４８年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大

学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１６年３月末日までに卒業する見込

みの者を除く。）

５ 試験の方法

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

� 第１次試験

ア 教養試験

警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

イ 身体検査

警察官として職務執行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。

夏季用運動服を必ず持参してください。

� 身 長 １６０センチメートル以上であること。

� 体 重 ４７キログラム以上であること。


 胸 囲 ７８センチメートル以上であること。

� 視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

� 弁色力 完全であること。

 聴 力 完全であること。

! その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

� 第２次試験

ア 口述試験

イ 作文試験

ウ 身体精密検査

エ 体力検査

オ 適性検査

６ 試験日、場所及び合格発表

愛 媛 県 警 視 庁 大 阪 府 兵 庫 県

２１ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１５年１０月１２日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 学科試験
�
�
�
�午後 身体検査

� 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜商業高等学校
（新居浜市瀬戸町２番１６号）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１５年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１５年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

愛 媛 県 報平成１５年７月１１日 第１４７３号

７７４



＊ 愛媛県以外の都府県の合格発表については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１６年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

＊ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級４号給（現行給料月額１７１，２００円）、高校卒程度で公安職給料表１級２号給（現行給料月額１５７，５００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

＊ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

９ 受験手続

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。ただし、愛媛県を志望した受験者に限ります。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

（注）開示する試験結果は、愛媛県を志望した受験者にかかるもので、愛媛県以外の都府県を第１志望とした受験者にかかる

試験結果の開示については、それぞれの都府県により取扱いが異なります。

�愛媛県人事委員会公告第７号
平成１５年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１５年７月１１日

申込用紙の請求
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月６日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。
なお、郵便による場合は、あて先を明記して、所要の切手をはった返信用封筒を同封するか、又は往復はがきで問い

合わせてください。

区 分 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 総合得点

及び

総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間
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愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

愛媛県警察本部
�
�
�
�

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

平成１５年８月２１日（木）から９月１２日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員

４人程度

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和４８年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大

学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１６年３月末日までに卒業する見込

みの者を除く。）

５ 試験の方法

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

� 第１次試験

ア 教養試験

警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

イ 身体検査

警察官として職務執行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。

夏季用運動服を必ず持参してください。

� 身 長 １５５センチメートル以上であること。

� 体 重 ４５キログラム以上であること。


 視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

� 弁色力 完全であること。

� 聴 力 完全であること。

 その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

� 第２次試験

ア 口述試験

イ 作文試験

ウ 身体精密検査

エ 体力検査

オ 適性検査

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１５年１０月１２日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 学科試験
�
�
�
�午後 身体検査

� 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜商業高等学校
（新居浜市瀬戸町２番１６号）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１５年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１５年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。
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�公 告

工事の完了について

次の対象事業に係る工事を完了したので、愛媛県環境影響

評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第３４条第１項第２号

の規定により、次のとおり公告します。

平成１５年７月１１日

住友金属鉱山株式会社

代表取締役社長 福 島 孝 一

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 住友金属鉱山株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 福島孝一

� 主たる事務所の所在地 東京都港区新橋五丁目１１番３

号

２ 対象事業の名称、種類及び規模、対象事業の実施区域並

びに工事完了時期

� 名称 住友金属鉱山株式会社東予工場硫酸設備増強計

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１６年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級４号給（現行給料月額１７１，２００円）、高校卒程度で公安職給料表１級２号給（現行給料月額１５７，５００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 受験手続

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

申込用紙の請求
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月６日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。
なお、郵便による場合は、あて先を明記して、所要の切手をはった返信用封筒を同封するか、又は往復はがきで問い

合わせてください。

区 分 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 総合得点

及び

総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

雑 報
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画

� 種類 製造業に係る工場の規模の変更の事業

� 規模 排出水量２４６，１００"／日増加
� 対象事業の実施区域 愛媛県西条市船屋字新地乙１４５

番地１

# 工事完了時期 平成１５年６月２８日

�公営企業任免辞令
６月３０日

愛媛県技術吏員 香 川 麻 紀

同 田 中 直 子

同 松 岡 清 美

同 國 田 晃 恵

同 大 平 久 子

願により本職を免ずる（各通）

愛媛県技術吏員 寺 田 一 也

同 $ 井 一 浩

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

７月１日

飛 田 文

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立南宇和病院勤務を命ずる

（県立中央病院） 松 原 円

（同 ） 赤 瀬 未 来

（同 ） 越 智 由美子

（同 ） 大野木 真 理

（県立新居浜病院） 上 松 由 佳

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

任 免 辞 令

平成１５年７月１１日 印刷
平成１５年７月１１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円７７８
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